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高齢者が意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指す

２．基本的方向性２．基本的方向性

３．施策の体系３．施策の体系

高齢者雇用対策の基本的枠組み

①出生率の低下、団塊の世代の高齢化により、労働力人口は今後減少
②高齢者の有効求人倍率は厳しい情勢が続く
③高齢者の就労意欲は非常に高い
④年金（定額部分）の支給開始年齢が２０１３年にかけて段階的に６５歳に引上げ

１．現状１．現状

①６０歳代の雇用確保

③多様な就業・社会参加の促進

②中高年齢者の再就職促進

● ６５歳までの段階的な定年引上げ・継続雇用制度等の
高年齢者雇用確保措置の義務化

● 「７０歳まで働ける企業」の普及及び促進

● シルバー人材センター事業による多様な就業機会の確
保を促進

● 募集・採用時の上限年齢設定理由の明示を義務化

● 募集・採用における年齢制限の禁止を義務化

（改正高年齢者雇用安定法を平成１８年４月に施行）

（改正高年齢者雇用安定法を平成１６年１２月に施行）

○ 65歳以上定年企業等の割合を2010
年度までに50%

○ 「70歳まで働ける企業」の割合を2010
年度までに20％

○ ハローワークにおける60歳以上就職件
数を2006年度から2010年度までで70万件

○ シルバー人材センターの会員数を2010
年度までに100万人

主な取組の例

（改正雇用対策法を平成１９年１０月に施行）

1



4.1%

9.3%

7.3%

22.5%

53.8%

5.9%

5.2%

10.1%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

シルバー人材センター等で任意に

新たに事業を始めて

系列・関係会社で

現在の会社とは関係のない会社で

現在の会社で継続して

働きたい 働きたくないが働かざるを得ない

定年後の働き方

資料出所：（独）高齢・障害者雇用支援機構「団塊の世代の仕事と生活に関する意識調査」（2006年）

(注１）民間調査期間にモニター登録されている人のうち、1947年～1949年生まれで雇用者に対し2006年３月にインターネット調査を実施。

（調査回答者2,043人）

(注２）グラフの割合は、定年後について「働きたい」、「働きたくないが働かざるを得ない」と回答した者（それぞれ38.0％、28.6％）の

うち、「どのように働きたいか」について回答した割合。

高齢期の就業に対する意識
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳

60～64歳

55～59歳
59歳以下まで働いていたい

60歳～64歳まで働いていたい
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70歳以上まで働いていたい
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既に仕事を辞めている

男

女

資料出所：「平成16年高年齢者就業実態調査」（厚生労働省大臣官房統計情報部）

就業についての引退及び引退時期

就業についての引退時期をみると、「既に仕事を辞めている」を除き、男女ともに、す

べての年齢階級で「年齢に関わりなくいつまでも働きたい」の割合が最も高い。

これに次いで、男ではすべての年齢階級で「65歳～69歳まで働いていたい」が高く、

女では60歳～64歳、65歳～69歳で「65歳～69歳まで働いていたい」が高い。
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国 や 自 治 体 の 援 助 制 度 が

活 用 で きる

高 年 齢 労 働 者 は 定 着 率 が 良 い

若 年 ・中 年 の 採 用 が 難 しい

自 社 内 で 高 齢 化 が 進 ん で いる

人 件 費 を低 く抑 え ら れ る

高 年 齢 労 働 者 を雇 用 す るこ とは

時 代 の 社 会 的 要 請 で ある

高 年 齢 労 働 者 に適 した仕 事

又 は 年 齢 に関 係 な い仕 事 が ある

高 年 齢 労 働 者 の 経 験 ・能 力 を

活 用 したい

1 ,000人 以 上

300～ 999人

100～ 299人

30～ 99人

5～ 29人

6 .0

1 2 .8

1 4 .3

1 5 .4

2 9 .9

7 0 .9

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

そ の 他

マ ネ ー ジ メ ン ト 業 務

一 般 事 務 業 務

渉 外 ・ 接 客 業 務

教 育 的 ・ 助 言 的 な 業 務

専 門 的 ・ 技 術 的 な 業 務

(％ )

高齢者の活躍が期待される分野

○ 高齢者の雇用に積極的な企業は、高齢者の経験や能力に期待。具体的には、「技術・技能を要する作業」、
「対外調整・折衝」における高齢者の能力に対し、評価が高い。

○ 企業が期待する高齢者の雇用の分野は、「専門的・技術的な業務」、「教育的・助言的な業務」。

６０歳以上の労働者の雇用を増やす理由 企業による高齢者の能力評価

高齢者向けの雇用が期待される分野

資料：内閣府「企業の採用のあり方に関する調査」（2006年）により
作成。
１．「貴社において、どのような分野・職種で高齢者向けの雇用機会
が生まれると思われますか。よくあてはまるものをお答え下さい。
（○は２つまで）」と尋ねた問に対して回答した企業の割合。
2．回答企業は、全国の従業員規模30人以上の企業915社（無回答
を除く）。

資料：厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（2004年）

１．「貴事業所で60歳以上労働者の雇用を増やそうと考えているのはなぜですか。該

当するものを２つまで選び、その番号を○で囲んでください。」と尋ねた問に対して回
答した事業所の割合。

２．調査対象は、日本標準産業分類に基づく14大産業に属する常用労働者を５人以

上雇用する民営事業所。

資料：高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究会「高齢者の社会参画に
関する政策研究報告書（企業調査編）」（2005年）により作成。
備考：回答したのは、東京商工リサーチ「CD･Eyes」に収録された、従業員30人以
上の企業2,734社。
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高齢者の健康・体力に見合った働き方の整備

○ 企業が高齢者の雇用に消極的な理由の１つに「体力・健康の面で無理がきかない」ことを挙げており、高齢層
の健康確保や短時間正社員制度の普及など、高齢者の体力面での不利を補うような働き方の整備が必要。

資料：厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（2004年）により作成。
1．「貴事業所で60歳以上労働者の雇用を増やさないと考えているのはなぜですか。該当するものを2つまで選び、その番号を○で囲ん
でください。」と尋ねた問に対して回答した事業所の割合。
2．調査対象は、日本標準産業分類に基づく14大産業に属する常用労働者を5人以上雇用する民営事業所。

企業が６０歳以上の労働者の雇用を増やさない理由
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高 年 齢 労 働 者 に 限 ら ず 、
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高 年 齢 労 働 者 は 体 力 、
健 康 の 面 で 無 理 が き か な い
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1 ,0 0 0人 以 上

30 0～ 99 9人
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30～ 99人
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定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係

６５歳

６４歳

６３歳

６２歳

２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３
平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５

年度

 
　
　
  ○　定年の引上げ、
　
  ○　継続雇用制度の導入、
　
  ○　その他（定年の定めの廃止等）

　

　
　
　

義
務
年
齢

　定年の引上げ、継続雇用制度の年齢
は年金支給開始年齢の引上げに合わ
せて、２０１３年度までに段階的に実施

施　行　前 施　行　後（平成１８年４月１日から施行）

　
 
 ○　違反している事業主に対して、助言・指導を行い、
　　なお違反している事業主に対しては、勧告を行う。

履行確保措置

６０歳未満定年の禁止

原
則

現行どおり

６５歳までの雇用確保の努力義務
いずれかの措置（高
年齢者雇用確保措

置）の実施義務

　一定期間は、労使協議が不調に終わった場
合に労使協定に代えて就業規則等に継続雇
用制度の対象者の基準を定めることも可

※
特
例

（
法
律
の
附
則
に
規
定

）

大企業：３年間

　具体的な期間は当面、平
成２１年３月３１日（中小企
業は平成２３年３月３１日）ま
で。

労働組合等の意見を聴いて事業主が定める

　②　継続雇用制度の導入（労使協定※により基準を
　　定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可）

　①　定年の引上げ

　③　定年の定めの廃止

施
行

中小企業（常用雇用数３００人以下）：５年間
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高年齢者雇用安定法に基づく企業の取組状況

高年齢者雇用安定法に沿った高年齢者雇用確保措置
を実施済みの企業は88，166社中81，762社、92．7％
である。

図１　雇用確保措置の実施状況

98.1%

91.8%

92.7% 7.3%

8.2%
1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

うち301人以上

うち51～300人

全企業

実施済み

未実施

上記実施済み企業のうち、上限年齢は63～64歳が22．5％、
高年齢者雇用安定法の義務化スケジュールを前倒しし、65
歳以上を上限年齢とした企業（定年の定めのない企業を含
む。）は、77．5％である。

図２　雇用確保措置の上限年齢

22.5% 77.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

63～64歳

65歳以上

上記導入済み企業のうち、定年の定めの廃止や定年
年齢の引上げの措置を講じたところは少なく、85．8％
が継続雇用制度を導入。

図３　雇用確保措置の内容

12.1% 85.8%
2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年の定めの廃止

定年の引上げ

継続雇用制度の導入

１

２

３

上記継続雇用制度を導入した企業のうち、希望者全
員を対象とする制度を導入したところは、38.8％
制度の対象となる高齢者に係る基準を定めたところは
61.2％である。

４

高年齢者雇用安定法第52条第１項により、事業主は、６月１日現在の定年及び継続雇用制
度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、当該報告を提出した51人以上規模
企業88,166社について、高年齢者雇用確保措置の実施状況等を集計。

図４　継続雇用の内訳

38.8%

38.8% 61.2%

42.3% 18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望者全員

基準該当者（計）

基準該当者・協定

基準該当者・規則

※

平成１９年６月１日現在
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